
告 示

�愛媛県告示第１３４６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

令和２年１２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

サニーマート松山�米店 松山市北�米町６９８
番地１

大規模小売店舗を設置する者
の住所

株式会社サニーマー
ト
高知県高知市知寄町
二丁目１番３７号

株式会社サニーマー
ト
高知県高知市山手町
８１番地

平成３０年
２月１５日

令和２年
１２月７日

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社サニーマー
ト
ほか２者

株式会社サニーマー
ト
ほか２者

平成３０年
２月１５日
ほか

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示
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公 告

○ 愛媛県運転免許センター感染防止対策修繕……………………………………………………………………………………………………（警察本部会計課）…１０９１
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○ 愛媛県暴力団排除条例施行規則の一部を改正する規則……………………………………………………………………………（警察本部組織犯罪対策課）…１０９２

選挙管理委員会告示

○ 直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数……………………………………………………………………………………………（選挙管理委員会）…１１０６

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。
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令和２年１２月１８日金曜日 第１６７号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第１３４８号
肥料の品質の確保等に関する法律（昭和２５年法律第１２７号）第７

条第１項の規定に基づき、次のとおり肥料の登録をした。

令和２年１２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１３４９号
肥料の品質の確保等に関する法律（昭和２５年法律第１２７号）第１２

条第２項の規定により、次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

令和２年１２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１３４７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

令和２年１２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

サニーマート松山�米店 松山市北�米町６９８
番地１

駐車場の自動車の出入口の数
及び位置 １３箇所 １４箇所 令和２年

１２月８日
令和２年
１２月７日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１３５０号
次のとおり落札者を決定した。

令和２年１２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

登録年
月日

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

令和２
年１１月
２５日

愛媛県
第１２９７
号

魚廃物
加工肥
料

日振島
魚カス
加工肥
料

窒素全
量４．０
りん酸
全量
１．５

含有を
許され
る有害
成分の
最大量
及びそ
の他の
制限事
項は、
公定規
格のと
おり

愛媛県漁業協同
組合
愛媛県松山市二
番町四丁目６番
地２

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

令和８
年１２月
２４日

愛媛県
第１２８５
号

副産石
灰肥料

たらち
ね

アルカ
リ分
４０．０
く溶性
苦土
２．０

含有を
許され
る有害
成分の
最大量
及びそ
の他の
制限事
項は、
公定規
格のと
おり

株式会社研農
高知県高知市百
石町二丁目２５番
２０号

落札に係る特定役務の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

水産修第１号
水産試験船「よしゅう」
定期検査に係る修繕業務 一式

愛媛県農林水産部
水産局水産課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和２年１０月３０日
有限会社赤松造船所
愛媛県宇和島市明倫町
二丁目２番２６号

６６，７１５，０００円 一般競争入札 令和２年９月１８日

愛 媛 県 報令和２年１２月１８日 第１６７号

１０９０
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公 告

�愛媛県告示第１３５１号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、松山河川国道事務所長から次のとおり

公共測量が終了した旨の通知があった。

令和２年１２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（用地測量）

２ 作業期間 令和２年５月１１日から

１１月２７日まで

３ 作業地域 愛媛県新居浜市地内

�������
�愛媛県告示第１３５２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

西条市港新地土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維持

管理）の計画の変更を令和２年１２月１１日認可した。

令和２年１２月１８日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和２年１２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

愛媛県運転免許センター感染防止対策修繕

� 業務名及び数量

愛媛県運転免許センター感染防止対策修繕 １式

� 業務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 実施期間

契約締結日から令和３年３月３１日まで

� 業務の履行場所

仕様書による。

� 入札方法

入札金額は、愛媛県運転免許センター感染防止対策修繕に係

る一切の経費を含めた額を記載すること。

なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当

該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和２年度から令和４年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 現に法人税、地方税、消費税及び地方消費税並びに社会保険

料を滞納していない者であること。

� 開札をする日において、知事が行う入札参加資格停止の期間

中でない者であること。

� 指定期日までに事前提出書類を提出した者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 関係書類の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付

場所及び問合せ先

愛媛県警察本部会計課管財係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０

� 入札説明書の交付期限

令和３年１月２７日（水）１７時１５分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

令和３年１月２９日（金）１１時００分

愛媛県警察本部２階聴聞室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則第１３５条から第１３７条までの規定による。

� 契約保証金

愛媛県会計規則第１５２条から第１５４条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この入札に参加を希望する者は、事前提出書類を知事に提出

し、入札参加資格の確認を受けること。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

�愛媛県告示第１３５３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和２年１２月１８日

愛媛県中予地方局長 東 公 弘

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２中局建（開）第３４号

令和２年１２月１０日
伊予郡松前町大字西古泉字金子６１番５

東京都大田区蒲田四丁目１８番１０－８０１号

中 野 僚

中 野 美 架 子

愛 媛 県 報令和２年１２月１８日 第１６７号

１０９１



公安委員会規則

ア 受付時期

令和２年１２月１８日（金）から令和３年１月２７日（水）まで

の執務時間中

※ 必着であれば郵送でも可能

イ 受付場所

３の�に掲げる場所
� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した業務を履行できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered：

Driver’s License Division Infection―Prevention Measure Repair

� Time limit of tender：１１ a．m，２９ January，２０２１

� For further information，please contact： Finance Division，

Police Administration Department，the Ehime Prefectural

Police Headquarters，２―２Minamihoribata―cho，Matsuyama，

Ehime７９０―８５７３ Japan

TEL０８９―９３４―０１１０（ex．２２７４）

FAX０８９―９４３―２８９２

e―mail kaikei@police.pref.ehime.jp

�愛媛県公安委員会規則第８号
愛媛県暴力団排除条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和２年１２月１８日

愛媛県公安委員会委員長 曽我部 謙 一

愛媛県暴力団排除条例施行規則の一部を改正する規則

第１条 愛媛県暴力団排除条例施行規則（平成２２年愛媛県公安委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県暴力団排除条例（平成２２年愛媛県条例

第２４号。以下「条例」という。）第１４条、第１６条及び第２６条から

第２９条までの規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定め

るものとする。

（禁止行為に対する中止命令等）

第２条 条例第１４条第１項の規定による命令は、中止命令書（様式

第１号）を交付することにより行うものとする。ただし、緊急を

要し、中止命令書により交付するいとまがないときは、口頭によ

り行うことができる。

２ 警察署長は、前項ただし書の規定による口頭の命令を行ったと

きは、相当の期間内に理由通知書（様式第２号）を交付すること

により、その理由を通知するものとする。ただし、口頭の命令を

受けた者の所在が判明しなくなったときその他理由を通知するこ

とが困難な事情があるときは、この限りでない。

３ 条例第１４条第４項の規定による命令は、再発防止命令書（様式

第３号）を交付することにより行うものとする。

（暴力団事務所の開設及び運営に対する中止命令）

第３条 条例第１６条の規定による命令は、暴力団事務所の開設及び

運営に対する中止命令書（様式第４号）を交付することにより行

うものとする。

（調査の手続）

第４条 条例第２６条第１項に規定する説明又は資料の提出の要求

は、説明・資料の提出要求書（様式第５号）により行うものとす

る。

２ 省略

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県暴力団排除条例（平成２２年愛媛県条例

第２４号。以下「条例」という。）第１９条から第２２条

までの規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定め

るものとする。

（調査の手続）

第２条 条例第１９条 に規定する説明又は資料の提出の要求

は、説明・資料の提出要求書（様式第１号）により行うものとす

る。

２ 省略
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３ 条例第２６条第１項の規定により文書による説明又は資料の提出

を求められた者は、説明・資料提出書（様式第６号）を公安委員

会に提出するものとする。

４ 省略

５ 条例第２６条第１項の規定により説明又は資料の提出を求められ

た者が提出期限までに説明・資料提出書を提出せず、又は口頭に

よる説明期日に出頭しないときは、説明又は資料の提出を拒んだ

ものとして取り扱うものとする。

（口頭による説明の聴取）

第５条 公安委員会は、条例第２６条第１項の説明が口頭で行われる

ときは、警察本部長が指定する警察職員にこれを聴取させること

ができる。

２ 条例第２６条第１項の規定により口頭による説明を求められた者

（以下「説明者」という。）は、病気その他のやむを得ない理由

がある場合には、公安委員会に対し、説明日時等変更申出書（様

式第７号）により、口頭による説明の日時又は場所の変更を申し

出ることができる。

３ 省略

４ 公安委員会は、前項の規定により口頭による説明の日時若しく

は場所を変更したとき、又は第２項の規定による申出を受けた場

合で口頭による説明の日時若しくは場所を変更しなかったとき

は、速やかに、その旨を説明日時等決定通知書（様式第８号）に

より説明者に通知しなければならない。

（立入検査等）

第６条 条例第２６条第２項に規定する立入検査等を行う警察職員

は、警察本部長が指定するものとする。

２ 条例第２６条第３項の規定による身分を示す証明書の様式は、身

分証明書（様式第９号）のとおりとする。

（勧告の方法）

第７条 条例第２７条の勧告は、勧告書（様式第１０号）により行うも

のとする。

（公表の方法）

第８条 条例第２８条第１項の規定による公表は、次に掲げる事項の

愛媛県報への掲載又はインターネットによる公開により行うもの

とする。

�・� 省略

（意見を述べる機会の付与）

第９条 公安委員会は、条例第２８条第２項の規定により意見を述べ

る機会を与えるときは、当事者に対し、意見聴取通知書（様式第

１１号）により通知するものとする。

２ 省略

３ 公安委員会は、前項に規定する場合を除き、当事者に対し、申

述書（様式第１２号）の提出を求めるものとする。

４～６ 省略

（口頭による意見の聴取）

第１０条 省略

２ 前条第２項の規定による通知を受けた者（以下「意見者」とい

う。）は、病気その他のやむを得ない理由がある場合には、公安

委員会に対し、意見聴取日時等変更申出書（様式第１３号）によ

り、口頭による意見の聴取の日時又は場所の変更を申し出ること

ができる。

３ 省略

４ 公安委員会は、前項の規定により口頭による意見の聴取の日時

３ 条例第１９条 の規定により文書による説明又は資料の提出

を求められた者は、説明・資料提出書（様式第２号）を公安委員

会に提出するものとする。

４ 省略

５ 条例第１９条 の規定により説明又は資料の提出を求められ

た者が提出期限までに説明・資料提出書を提出せず、又は口頭に

よる説明期日に出頭しないときは、説明又は資料の提出を拒んだ

ものとして取り扱うものとする。

（口頭による説明の聴取）

第３条 公安委員会は、条例第１９条 の説明が口頭で行われる

ときは、警察本部長が指定する警察職員にこれを聴取させること

ができる。

２ 条例第１９条 の規定により口頭による説明を求められた者

（以下「説明者」という。）は、病気その他のやむを得ない理由

がある場合には、公安委員会に対し、説明日時等変更申出書（様

式第３号）により、口頭による説明の日時又は場所の変更を申し

出ることができる。

３ 省略

４ 公安委員会は、前項の規定により口頭による説明の日時若しく

は場所を変更したとき、又は第２項の規定による申出を受けた場

合で口頭による説明の日時若しくは場所を変更しなかったとき

は、速やかに、その旨を説明日時等決定通知書（様式第４号）に

より説明者に通知しなければならない。

（勧告の方法）

第４条 条例第２０条の勧告は、勧告書（様式第５号）により行うも

のとする。

（公表の方法）

第５条 条例第２１条第１項の規定による公表は、次に掲げる事項の

愛媛県報への掲載又はインターネットによる公開により行うもの

とする。

�・� 省略

（意見を述べる機会の付与）

第６条 公安委員会は、条例第２１条第２項の規定により意見を述べ

る機会を与えるときは、当事者に対し、意見聴取通知書（様式第

６号）により通知するものとする。

２ 省略

３ 公安委員会は、前項に規定する場合を除き、当事者に対し、申

述書（様式第７号）の提出を求めるものとする。

４～６ 省略

（口頭による意見の聴取）

第７条 省略

２ 前条第２項の規定による通知を受けた者（以下「意見者」とい

う。）は、病気その他のやむを得ない理由がある場合には、公安

委員会に対し、意見聴取日時等変更申出書（様式第８号）によ

り、口頭による意見の聴取の日時又は場所の変更を申し出ること

ができる。

３ 省略

４ 公安委員会は、前項の規定により口頭による意見の聴取の日時
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第２条 愛媛県暴力団排除条例施行規則の一部を次のように改正する。

様式第１１号中「第８条」を「第１１条」に改め、「�」を削り、同様式を様式第１６号とする。
様式第１０号中「第８条」を「第１１条」に改め、「�」を削り、同様式を様式第１５号とする。
様式第９号中「第７条」を「第１０条」に改め、同様式を様式第１４号とする。

様式第８号中「第７条」を「第１０条」に改め、「�」を削り、同様式を様式第１３号とする。
様式第７号中「第６条」を「第９条」に改め、「�」を削り、同様式を様式第１２号とする。
様式第６号中「第６条」を「第９条」に改め、同様式を様式第１１号とする。

様式第５号中「第４条」を「第７条」に、「第２０条」を「第２７条」に、「第２１条」を「第２８条」に改め、同様式を様式第１０号とする。

様式第４号中「第３条」を「第５条」に改め、同様式を様式第８号とし、同様式の次に次の１様式を加える。

若しくは場所を変更したとき、又は第２項の規定による申出を受

けた場合で口頭による意見の聴取の日時若しくは場所を変更しな

かったときは、速やかに、その旨を意見聴取日時等決定通知書

（様式第１４号）により意見者に通知しなければならない。

（代理人の選任等）

第１１条 条例第２６条第１項の規定により説明若しくは資料の提出を

求められた者又は条例第２８条第２項の規定により意見を述べる機

会を与えられた者（以下「当事者等」という。）は、代理人を選

任することができる。

２ 省略

３ 当事者等は、代理人を選任しようとするときは、代理人選任届

出書（様式第１５号）を公安委員会に提出しなければならない。

４ 当事者等は、第１項の規定により選任した代理人がその資格を

失ったときは、代理人資格喪失届出書（様式第１６号）によりその

旨を公安委員会に届け出なければならない。

（聴聞及び弁明の機会の付与）

第１２条 聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、聴聞及び弁

明の機会の付与に関する規則（平成６年国家公安委員会規則第２６

号）の規定を準用する。

（補則）

第１３条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事

項は、警察本部長が定める。

若しくは場所を変更したとき、又は第２項の規定による申出を受

けた場合で口頭による意見の聴取の日時若しくは場所を変更しな

かったときは、速やかに、その旨を意見聴取日時等決定通知書

（様式第９号）により意見者に通知しなければならない。

（代理人の選任等）

第８条 条例第１９条 の規定により説明若しくは資料の提出を

求められた者又は条例第２１条第２項の規定により意見を述べる機

会を与えられた者（以下「当事者等」という。）は、代理人を選

任することができる。

２ 省略

３ 当事者等は、代理人を選任しようとするときは、代理人選任届

出書（様式第１０号）を公安委員会に提出しなければならない。

４ 当事者等は、第１項の規定により選任した代理人がその資格を

失ったときは、代理人資格喪失届出書（様式第１１号）によりその

旨を公安委員会に届け出なければならない。

（補則）

第９条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事

項は、警察本部長が定める。
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様式第９号（第６条関係）

（用紙 縦５．４センチメートル 横８．５センチメートル）

（表）

愛 媛 県 報令和２年１２月１８日 第１６７号

１０９５



（裏）
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様式第３号中「第３条」を「第５条」に改め、「�」を削り、同様式を様式第７号とする。
様式第２号中「第２条」を「第４条」に改め、「�」を削り、同様式を様式第６号とする。
様式第１号中「第２条」を「第４条」に、「第１９条」を「第２６条」に、「第２１条」を「第２８条」に改め、同様式を様式第５号とする。

附則の次に次の４様式を加える。
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様式第１号（第２条関係）

（表）
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（裏）
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様式第２号（第２条関係）

（表）

愛 媛 県 報令和２年１２月１８日 第１６７号

１１００



（裏）
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様式第３号（第２条関係）

（表）
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（裏）
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様式第４号（第３条関係）

（表）
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（裏）

愛 媛 県 報令和２年１２月１８日 第１６７号

１１０５



選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第６１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

令和２年１２月１８日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１５１，１５２

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２３，０２４

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２４３，８９４

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

附 則

この規則は、令和３年１月１日から施行する。

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４３，３００ １４，４３４

南 宇 和 郡 １８，３５２ ６，１１８

松山市・上浮穴郡 ４３５，６３２ １３９，２７２

今 治 市 ・ 越 智 郡 １３７，９４５ ４５，９８２

宇和島市・北宇和郡 ７５，６９２ ２５，２３１

八幡浜市・西宇和郡 ３６，７１３ １２，２３８

新 居 浜 市 ９９，１９９ ３３，０６７

西 条 市 ９０，６２１ ３０，２０７

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５０，１０４ １６，７０２

伊 予 市 ３０，９８３ １０，３２８

四 国 中 央 市 ７２，５７８ ２４，１９３

西 予 市 ３１，８８６ １０，６２９

東 温 市 ２８，１４７ ９，３８３

令和２年１２月１８日 発行
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